
東海市社会福祉協議会では、生活相
談に来所された方へ食品を渡す取り組み
として「ここなパントリー」を実施しています。
ご家庭にある、食べきれない食品はありま
せんか？みなさんの「おすそわけ」が、食品
が必要な方の生活に役立てられます。
ご協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。

【食品寄附募集強化期間】
7/31（月）～8/4（金）
１１：００～１４：００

【場 所】 しあわせ村健康ふれあい交流館
２階 エントランスホール

問い合わせ先・受付窓口：東海市社会福祉協議会 東海市荒尾町西廻間２－１

電話：052－689－1605/FAX：052－604－5001/メール：syakyo-t@na.rim.or.jp               

令和５年７月１日

集めている食品
賞味期限が１カ月以上あるもの
○穀類（米・小麦粉・乾麺など）
○保存食品（缶詰・瓶詰など）
○乾物（豆・海苔など）
○飲料（水・茶・ジュースなど）
○加工食品（レトルト食品など）
○菓子類


